
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－運営方針と活動概要－ 

令和５年度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀山市青少年総合支援センター  

 



 

目  次  

１．亀山市青少年総合支援センターの概要  

（１）亀山市青少年総合支援センターの設置・・・・・・・・・・・・ １ 

（２）亀山市青少年総合支援センターの機構・・・・・・・・・・・・ ２ 

（３）亀山市青少年総合支援センター運営協議会委員名簿・・・・・・ ２  

（４）亀山市青少年総合支援センター補導委員名簿・・・・・・・・・ ３ 

２. 令和４年度 活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４  

３. 令和４年度 主な活動報告一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７ 

４. 令和４年度 補導状況・相談状況表・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

５. 令和５年度 活動計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６  

６. 令和５年度 月別活動目標と活動内容・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

 

参考資料  

・亀山警察署管内の少年非行概況について・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

・関係機関一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

・パトロール基本コース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

・主な補導活動用語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６  

・主な補導の対象行為・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７  

・亀山市青少年総合支援センター規則・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

・亀山市青少年総合支援センター運営協議会要綱・・・・・・・・・・・・３１ 

 

 

 



- 1 - 

 

１．亀山市青少年総合支援センターの概要 

 

（１）亀山市青少年総合支援センターの設置  

 

 

名      称 亀山市青少年総合支援センター 

所 在 地 ・ 電 話 

亀山市若山町７番１０号（青少年研修センター） 

（補導業務）ＴＥＬ・ＦＡＸ ０５９５－８２－７５５０ 

（支援業務）ＴＥＬ・ＦＡＸ ０５９５－８２－６０００ 

設 置 年 月 日  
平成１７年１月１１日 

※平成２１年４月に亀山市青少年補導センターから名称を変更 

設 置 根 拠 
亀山市青少年総合支援センター規則 

（平成１７年１月１１日 亀山市教育委員会規則第１８号） 

運 営 主 体 亀山市教育委員会 

主 管 部 課 亀山市教育委員会事務局生涯学習課 

運 営 協 議 会 亀山市青少年総合支援センター運営協議会 委員１４名 

職 員 

所 長 （生涯学習課長）       １名 

主 任 （生涯学習課社会教育 G L
グループリーダー

） １名 

補導員             ８名 

支援員             ２名 

専 用 面 積 ３９.７８㎡ 

補 導 委 員 ４４名 

人     口 
総人口  ４９，２９２人（令和５年４月１日現在） 

６歳以上１８歳以下人口 ６，２３４人（令和５年４月１日現在） 

市 内 の 学 校 
小学校（公立１１）   高等学校 (県立１) 

中学校（公立 ３）       （私立１） 
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自立支援 

（２）亀山市青少年総合支援センターの機構  

◆設置目的 

青少年に関する諸施策を総合的に調整し、その活動を推進すると共に、青少年の生活実態を

把握しつつ、非行化を防止し、健全な育成を図ることを目的として設置する。 

◆組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）亀山市青少年総合支援センター運営協議会委員名簿  

（順不同敬称略）               

氏  名 役職名 

中 原  博 教育長（会長） 

加 藤 和 巳 亀山警察署生活安全課長 

米川  宗太郎 亀山市青少年育成市民会議代表 

森 川  宏 紀 亀山市子ども会育成者連絡協議会代表 

伊 藤  充 子 亀山市自治会連合会代表 

奥 村   彰 亀山市地域まちづくり協議会連絡会議代表 

豊 田 幸 弘 亀山市立小学校生徒指導代表（亀山西小学校） 

菅 瀬 千 尋 亀山市立中学校生徒指導代表（中部中学校） 

石 井  伸 子 亀山高等学校生徒指導代表 

佐 野  匡 史 健康福祉部子ども未来課長 

原  正 一 市民文化部まちづくり協働課長 

松 永  政 司 防災安全課長 

亀 山  隆 教育委員会事務局教育部長 

武 居 政 敏 教育委員会事務局学校教育課長 

落 合   努 教育委員会事務局生涯学習課長 

  任期：委嘱または任命開始日～令和７年３月３１日  

 

 

 

 

 

 

 

 

          補導 

青少年総合支援センター 

 

青少年総合支援センター

運営協議会  

学校・警察 

関係機関・団体 

まちづくり協働課 

 

子ども未来課 

生 涯 学 習 課 

青少年問題協議会 

 

補 導 委 員 

学校教育課 
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（４）亀山市青少年総合支援センター補導委員名簿  

                           任期：令和５年７月１日～令和６年６月３０日 

№ 氏   名 地 域 名 称 № 氏   名 地 域 名 称 

1 清 水  勇 井田川地区南まちづくり協議会 26 鍬田  立子 御幸地区まちづくり協議会 

2 小林 登志子 井田川地区南まちづくり協議会 27 渡辺  吉一 北東地区まちづくり協議会 

3 田邉  朋子 井田川北まちづくり協議会 28 吉田  賢一 北東地区まちづくり協議会 

4 打田  喜行 井田川北まちづくり協議会 29 宮 西  敏 東部地区まちづくり協議会 

5 原  慎 吾 川崎地区まちづくり協議会 30 水野  圭介 東部地区まちづくり協議会 

6 内藤  儀秀 川崎地区まちづくり協議会 31 前田  賢次 南部地区まちづくり協議会 

7 小 坂  一 神辺地区ふれあいまちづくり協議会 32 石 井  聡 南部地区まちづくり協議会 

8 佐藤  文也 神辺地区ふれあいまちづくり協議会 33 水 野  茂 野登地区まちづくり協議会 

9 田中  義雄 昼生地区まちづくり協議会 34 小林  道子 野登地区まちづくり協議会 

10 草川  恒光 昼生地区まちづくり協議会 35 横 山  正 関宿まちづくり協議会 

11 明 石  浩 白川地区まちづくり協議会 36 村田  芳男 関宿まちづくり協議会 

12 伊藤  範和 白川地区まちづくり協議会 37 若林  賢一 関北部地区まちづくり協議会  

13 吉村  正巳 天神・和賀地区まちづくり協議会 38 曽我  典高 関北部地区まちづくり協議会  

14 満 中  茂 天神・和賀地区まちづくり協議会 39 近澤  常康 関南部地区まちづくり協議会  

15 鈴木  壽一 本町地区まちづくり協議会 40 白井 恵利佳 関南部地区まちづくり協議会  

16 渡邉  幸雄 本町地区まちづくり協議会 41 大角  雅昭 加太地区まちづくり協議会 

17 栗本  暉巳 城西地区まちづくり協議会 42 青  新 一 加太地区まちづくり協議会 

18 志摩  志郎 城西地区まちづくり協議会 43 田中  貴之 坂下地区まちづくり協議会 

19 伊達  美和 城北地区まちづくり協議会 44 柏木  専茂 坂下地区まちづくり協議会 

20 横田  志麻 城北地区まちづくり協議会 

 

21 横山  正敏 野村地区まちづくり協議会 

22 坂  謙 一 野村地区まちづくり協議会 

23 櫻井  陽平 城東地区まちづくり協議会 

24 大谷  笑子 城東地区まちづくり協議会 

25 小林  研二 御幸地区まちづくり協議会 
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２．令和４年度 活動報告  

補導業務では、青色回転灯車（青色防犯パトロール車・以下、青パト）にて、2 班体制で青少年

の非行防止、防犯、交通安全等を目的に巡回パトロールを継続して行っています。 

下校時間に合わせて、子ども達に声掛けしながら青パトにて巡回するとともに、放課後に子ども

たちが集まりやすい広場や公園等に立ち寄り、見守り活動を行うことで、子どもたちの安全の確保

に努めました。 

「愛の声かけ運動」として、下校中もしくは遊び中の児童・生徒及びＪＲ各駅で乗降車する生徒

等に対し、「こんにちは」「おかえり・気を付けてね」などの声掛けを引き続き行っており、児童・

生徒や保護者から返事やお礼の言葉を返していただけるようになってきています。 

さらに啓発活動として、市関係部署と連携し、市内各幼稚園・保育所にて、講話やＤＶＤの放映

等による「防犯教室」を開催し、未就学児自身が危険を避けられるよう防犯意識の向上に努めまし

た。 

また、各地区まちづくり協議会から選出された 44 名の補導委員には各個の活動に加えて、コロ

ナ禍にあって、4 月～6 月までは、補導員とともに一年生（低学年）の下校時に各学校周辺の交差

点や横断歩道にて、「見守り活動」等を実施いたしました。その後、コロナ対策の緩和により 7 月

からは補導員との昼・夜間の合同特別補導活動を再開いたしました。 

加えて、学校周辺や通学路に猿の集団の出没情報が多数寄せられ、6月には登校時に児童が猿に

引っ掻かれる事案があり、花火で追い払う等警戒パトロールも実施いたしました。 

支援業務では、心理資格（公認心理師）を持つ支援員 2名がひきこもりやニート等、悩みを持つ

青少年及びその家族からの相談を受け付けており、カウンセリングやグループワーク並びに就労移

行支援施設を活用した自立への支援を継続して行っています。なお、不登校児童生徒が増加傾向に

ある社会情勢を鑑み、各学校や適応指導教室等と連携のうえ、予防の観点より、早期支援にも取り

組みました。 

これらの活動に従事するにあたり、学校／関係機関／団体／地域住民との情報交換を積極的に行

い、近接な連携下で、地域が青少年にとって安心・安全な居場所となるよう努めました。 

 

（１）街頭補導について  

青パト 2台により、駅待合室／公園／コンビニエンスストア／廃屋等での喫煙、飲酒などの不良

行為に及んでいる青少年がいないか昼夜間パトロールしており、未然防止に努めています。 

また、下校途中の児童生徒が事件事故に巻き込まれることがないよう、下校の時間帯は、市内各

学校付近を巡回しています。同時に、児童生徒の行動に注意を払いつつ、積極的に声をかけること

で、不良行為の抑止力的役割を担っています。夏季においては、市内全域の水難危険箇所（河川／

池／沼）の重点パトロールを行い、水難事故の未然防止にも取り組みました。 

令和 4 年度の補導件数は 212 人で、前年度に比べ 57 人の増加となっています。その中でも、自

転車走行時のノーヘルメットが 159 人と全体の約 75％を占めており、大半が小学生で、低学年に

多く見受けられました。また、子ども達だけでの池での釣りや川遊び等 22 人で、その内、小学生

が 19人と目立ちました。 

不審者対応については、『セーフティコミュニティ・ヒューマンネット亀山』『かめやま・安心メ

ール』ほか、学校及び生涯学習課から共有される情報に基づき、必要性に応じて重点パトロールを

実施しました。令和 4 年度の不審者情報等による重点パトロールの実施件数は 15 件であり、前年
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度に比べ 8件増加しています。この内、インターネットメールにより、市役所へ登下校中の児童・

生徒の誘拐予告事案が 1件ありました。 

そのほか、当センターの周知チラシを作成し、学校やまちづくり協議会／交番／駐在所等へ配布

することで、地域一体型の子どもの見守り体制構築に向けた情報の交換、収集に繋げました。 

 

（２）関係機関と連携した諸活動  

各種団体、市民ボランティア等と連携し、以下の活動を行いました。 

① 訪問先や関係機関との連携の中で収集した情報の可視化を行い、集約したデータ等は、校長会

にて報告しました。 

② 市内各小中学校を随時訪問し、登下校時の危険箇所の情報提供を受け、それに基づき重点パト

ロールを行いました。 

③ 亀山市小中学校生徒指導協議会に出席し、児童生徒の指導上の諸問題に関しての情報交換及び

意見交換を行い、互いに連携を図りました。 

④ 各まちづくり協議会及び亀山警察署／交番／駐在所を訪問し、児童生徒の安全を守る観点から

積極的に情報交換を行いました。 

⑤ ニートやひきこもりの問題を抱える青少年のカウンセリングや支援業務を、子ども未来課／適

応指導教室／地域福祉課/学校等関係機関と密な連携を図りながら行いました。 

⑥ 子ども未来課／学校教育課と連携し、各幼稚園・保育所にて防犯教室を実施し、防犯意識の向

上を図りました。 

⑦ コロナ禍を受けて、例年開催している青少年総合支援センター補導委員研修会を中止しました

ことから、市内の補導状況／不審者の発生状況等を文書により補導委員へ報告し、情報共有を

図るとともに、各地区での自主的な補導活動に取り組んでいただくようお願いしました。 

 

（３）環境浄化活動について  

青少年の非行等を助長しうる好ましくない環境の常時把握に努め、三重県青少年健全育成条例で

定められている有害図書／有害ビデオの販売店や自動販売機等の規制に協力し、社会環境浄化を進

めました。 

① 有害図書等自動販売機の設置状況及びゴミの不法投棄の有無をパトロール時に確認し、問題が

ある場合は関係部署に連絡しました。 

② 市内の書店／コンビニエンスストア／レンタルビデオ店等の成人向けコーナーに、未成年者が

いないか巡回により確認し、抑止力的役割を担いました。 

③ パトロール時に、公園や駅構内、駅前広場等でゴミ拾いを実施するとともに、道路の橋脚／公

園の立て看板への落書き、駅周辺の放置自転車等の有無を確認しました。 

 

（４）青少年健全育成・非行防止啓発活動について  

青少年育成市民会議非行防止部会と共にＪＲ各駅及び学校周辺において、「青少年の非行防止強

調月間」や「子ども・若者育成支援強調月間」等の運動に合わせ、喫煙防止の呼びかけや「あいさ

つ運動」含む街頭啓発活動を実施しました。 

また、児童生徒が登下校時に不審者に遭遇するといったケースが多いことから、巡回及び重点パ

トロール実施時に各まちづくり協議会へ立ち寄り、不審者発生情報を提供して情報交換することに

より、地域一体型の子どもの見守り体制構築に努めました。 
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地区補導委員と 1 年生下校見守り活動及び特別夜間・昼間特別補導について 

4 月～6 月まで、各地区補導委員とともに補導員と合同で各小学校新 1 年生下校時に「見守り活動」

を実施いたしました。その後 7月～令和 5年 3月までは、コロナ対策の緩和を受け、従来の実施してい

ました特別昼間／夜間補導において、ＪＲ各駅／市内各小中学校／過去に不審者が出現した場所等を巡

回し、愛の声かけ運動に取り組むほか、交通安全上危険な行為や不良行為に対して、注意及び指導を行

いました。 

≪各小学校１年生児童 下校見守り活動実績表≫ (R4.4～6) 

学校名  実  施  日  担当地区  

神辺小学校  4⁄12（木）  神辺地区  

関小学校  4⁄19（火）、 5⁄19（木）  関南部地区、関宿⁄関北部  

野登小学校  4⁄26（火）  野登地区  

亀山南小学校  5⁄12（木）  天神・和賀 /南部地区  

亀山西小学校  
5⁄26（木）、 6⁄2（木）  

6⁄23（木）  

城西⁄城北地区、野村地区  

城東⁄御幸地区  

昼生小学校  6⁄9（木）  昼生地区  

亀山東小学校  6⁄14（火）、 6⁄16（木）  北東⁄東部地区、本町地区  

井田川小学校  6⁄28（火）  井田川南 /井田川北地区  

 

≪ 特別昼間・特別夜間補導実績表≫ (R4.7～R5.3) 

実施場所  実施日  実施場所  実施日  

井田川南地区まちづくり協議会  9⁄3 城東地区まちづくり協議会  [10⁄1] 

井田川北地区まちづくり協議会  10⁄29 御幸地区まちづくり協議会  [10⁄22] 

川崎地区まちづくり協議会  [9⁄10] 北東地区まちづくり協議会  8⁄27 

神辺地区ふれあいまちづくり協議会  7⁄30 東部地区まちづくり協議会  10⁄8 

昼生地区まちづくり協議会  [10⁄15] 南部地区まちづくり協議会  10⁄22 

白川地区まちづくり協議会  9⁄24 野登地区まちづくり協議会  [7⁄30] 

天神・和賀地区まちづくり協議会  [8⁄27] 関宿地区まちづくり協議会  [9⁄24] 

本町地区まちづくり協議会  [10⁄29] 関北部地区まちづくり協議会  9⁄17 

城西地区まちづくり協議会  [9⁄17] 関南部地区まちづくり協議会  10⁄1 

城北地区まちづくり協議会  10⁄10 加太地区まちづくり協議会  [10⁄8] 

野村地区まちづくり協議会  [9⁄3] 坂下地区まちづくり協議会  10⁄15 

※ [ ]は、特別昼間補導  
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（５）青少年自立支援について  

国家資格(公認心理師)を有する支援員 2名を配置し、ニートやひきこもり、不登校など様々な悩

みや問題を抱える青少年に対して、カウンセリングや自立に向けての支援を行いました。 

カウンセリングについては、青少年及びその家族の来所相談を基本に実施しており、相談者の状

態によっては来所が困難な場合もあるため、その際は、訪問するなど柔軟に対応しています。また、

学校から依頼を受ける形で、学校生活や卒業後の進路等に悩みや不安を抱える児童生徒のカウンセ

リングやフォローも実施しており、その必要性から小中学校との連携強化を図っています。 

支援業務については、コミュニケーショントレーニングや料理教室、ソーシャルスキルトレーニ

ングなど、個々の状態に寄り添う形で実施しました。 

また、市内のＮＰＯ法人「えん」、就労継続支援 B型事業所「さくらさくら商会」、「すみれ」、市

外の就労移行支援施設ウェルビー四日市センターとの連携を継続することで、幅広く自立のための

トレーニングができる環境を確保しました。 

    その他にも子ども未来課からの応援要請により、発達検査と発達相談も担当しました。 

 

３．令和４年度 主な活動報告一覧 

【補導員】 

月 日 事                   業 場          所 

5 

10 
伊賀市内で、銃器使用傷害事案が発生し犯人逃亡中の

為、下校する児童の見守りを強化した。 
市 内 

15 自生している「ケシの花」を発見し警察署へ届けた。 坂本地内農村公園 

28 令和 4年度亀山市青少年育成市民会議総会（書面開催）  

6 

1 水難事故防止特別パトロール開始 忍山大橋他 

2 不審者発生重点パトロール実施 南野町豊田クリニック付近 

3 登校時に猿の群れに遭遇し、猿に足を引っ掻かれた。 羽若町羽若公民館付近 

7 不審者発生重点パトロール実施 羽若町羽若公民館付近 

17 第 1回亀山市小中学校生徒指導協議会参加 亀山東小学校 

27 
市へ「7月 5日に登下校中の児童・生徒を誘拐する」と

メールが届き、下校時に合わせ特別パトロール実施。 
市内小・中学校通学路 

7 

4 不審者発生重点パトロール実施 みずきヶ丘テニスラウンジ付近 

15 亀山市青少年総合支援センター運営協議会開催 市役所 

19 亀山市青少年総合支援センター補導委員研修会開催 市役所 

20 市民会議非行防止部との夏休み合同パトロール 市 内 

8 20 
関宿花火大会にて、市民会議非行防止部との合同パトロ

ール 
関町中町他 
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9 

1 

不審者発生重点パトロール実施 中庄町 

不審者発生重点パトロール実施 天神地内 

災害により県道が陥没し、狭い白川小通学路を車が多く

通行する為、児童の下校の見守りを実施 
小川町今福地内 

9 第 2回亀山市小中学校生徒指導協議会参加 亀山東小学校 

15 不審者発生重点パトロール実施 天神地内（和賀） 

10 
21 「井田川幼稚園」・「みずほ台幼稚園」防犯教室開催 井田川幼・みずほ台幼 

24 不審者発生重点パトロール実施 本町地内 

 

11 

 

 

 

 

 

 

2 「川崎南保育園」防犯教室開催 川崎南保育園 

4 「第一愛護園」防犯教室開催 第一愛護園 

7 「亀山東幼稚園」・「亀山幼稚園」防犯教室 亀山東幼・亀山幼 

9 「昼生保育園」防犯教室開催 昼生保育園 

10 「認定こども園アスレ」防犯教室開催 認定こども園アスレ 

〃 不審者発生重点パトロール実施 井尻町地内 

11 「第二愛護園」防犯教室開催 第二愛護園 

〃 第 3回亀山市小中学校生徒指導協議会参加 亀山東小学校 

〃 「子ども・若者育成支援強調月間」街頭啓発活動 各中学校・高等学校 

16 「和田保育園」防犯教室開催 和田保育園 

〃 第 1回青少年研修センター施設運営委員会参加 青少年研修センター 

17 「みなみ保育園」防犯教室開催 みなみ保育園 

21 「加太保育園」防犯教室開催 加太保育園 

22 「神辺保育園」防犯教室開催 神辺保育園 

〃 
みずきヶ丘「ほのぼの公園」に多数の猿が出現し、井田

川小下校時刻の為、先生とともに対応した。 
みずきヶ丘地内 

12 

6 不審者発生重点パトロール実施 野村京口坂付近 

8 不審者発生重点パトロール実施 
川合町 

三十三銀行支店付近 

16 亀山西小女子児童行方不明により捜索 南野町・野村地内 

23 市民会議非行防止部との合同パトロール実施 市 内 

１ 

9 「二十歳の集い」会場案内・警備及び駐車場整理 文化会館 

13 第 4回亀山市小中学校生徒指導協議会参加（オンライン） 亀山西小学校 

15 不審者発生重点パトロール実施 みどり町地内（ブタ公園） 
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23 
羽若公民館付近で青パトが猿の集団に遭遇、西小児童が

集団下校中の為、花火等にて追い払い・見守った。 
羽若公民館付近 

2 
17 第 5回亀山市小中学校生徒指導協議会参加 亀山東小学校 

20 不審者発生重点パトロール実施 みずきが丘（中央公園） 

3 
8 第 2回青少年研修センター施設運営委員会参加 青少年研修センター 

9 不審者発生重点パトロール実施 みずほ台（東公園） 

 

【支援員】 

月 日 事                   業 場          所 

5 19 地域福祉課との連携会議参加（つながるシート） 青少年研修センター 

6 22 小集団活動「こみけ」参加 青少年研修センター 

7 11 青少年総合支援センター運営協議会 市役所 

9 21 小集団活動「こみけ」参加 青少年研修センター 

10 20 小集団活動「こみけ」参加 青少年研修センター 

11 
12 適応指導教室事例検討会 あいあい 

30 小集団活動「こみけ」参加 青少年研修センター 

12 16 こころの健康センターオンライン研修受講 青少年研修センター 

2 14 内閣府子ども若者施策調査研究会研修受講 青少年研修センター 

3 1 通級指導連絡会参加 青少年研修センター 

3 7 鈴鹿地域うつ・自殺対策ネットワーク会議研修参加 青少年研修センター 

3 8 小集団活動「こみけ」参加 青少年研修センター 

3 14 内閣府子ども若者施策調査研究会研修受講 青少年研修センター 

3 16 グループワーク（料理教室） 青少年研修センター 

3 20 内閣府子ども若者施策調査研究会研修受講 青少年研修センター 
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４．令和４年度 補導状況・相談状況表 

（１）場所別補導状況   （令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日）       

                                                                                 （人） 

 

 

 

場 所 

行 為 

総

数 

路

上 

駅

・

構

内 

寺

社

公

園 

学

校 

海

岸 

河

原

・

池 

パ

チ

ン

コ 

セ
ン
タ
ー 

ゲ
ー
ム 

デ
パ
ー
ト
等 

そ

の

他 

コ

ン

ビ

ニ 

1 飲酒           

2 喫煙 
 

 

   

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

3 薬物乱用           

4 乱暴・喧嘩 
 

 

 

 
        

5 たかり           

6 はいかい等 
 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

7 不純異性交遊           

8 不良交友 
 

 

 

 
        

9 怠学・怠業 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
   

 

 

10 不健全娯楽           

11 金銭乱費           

12 危険な行為 2 2                 

13 

 

道路交通法 

(二人乗り) 
28 28                 

〃 

(無灯火) 
                    

〃 

(信号無視) 
                  

   〃      

（右側走行）   
                  

14 
校則 
(ノーヘルメット) 

159 159                 

15 

その他 

（川遊び・自転車

でスマホ） 

23 1   4    18         

合計 212 190  4    18         
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（２）学識別補導状況                      （人） 

   

 

学 職 

行 為 

 

総

数 

未

就

学 

小

学

生 

中

学

生 

高

校

生 

大

学

生 

各

種

学

校 

有

職

少

年 

無

職

少

年 

1 飲酒 
 

 
   

 

 
    

2 喫煙 
 

 
  

 

 
   

 

 
 

3 薬物乱用          

4 乱暴・喧嘩          

5 たかり          

6 はいかい等 
 

 
  

 

 

 

 
    

7 不純異性交遊          

8 不良交友 
 

 
       

 

 

9 怠学・怠業 
 

 
  

 

 

 

 
    

10 不健全娯楽          

11 金銭乱費          

12 危険な行為 2    1 1 
 

 
   

13 

 

道路交通法 

（二人乗り） 
28   4  8 16   

 

 

 

 

〃 

（無灯火） 
          

 

 
  

 

 

〃 

（信号無視） 
        

 

 
  

〃 

（右側走行）            

14 ノーヘル 159 3 140 16       

15 その他 23   19 4       

合計 212 3 163 29 17  
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（３－１）少年相談の形態・学職別状況表         

 

（３－２）小学校及び中学校依頼による児童・生徒支援状況表   

支援対象者 

相談形態 
総数 小学生 中学生 

学校訪問 12 12  

家庭訪問    

合   計 12 12  

 

（４）青少年相談の形態・相談者・措置別状況表     

相談者 

相談形態 
総数 

相  談  者  別 受理後の措置 

本人 家庭 学校 職場 その他 
センター 

で処理 

関係機関

へ引継ぎ 

センター 

継続相談 

面接相談 74 42 11 2  19  15 59 

電話相談 

（メール含む） 
13 4 2 6  1   13 

合   計 87 46 13 8  20  15 72 

  

       学 職       

 相談内容 

総

 
 

数 

未

就

学 

小

学

生 

中

学

生 

高

校

生 

大

学

生 

有

職

少

年 

無

職

少

年 

保

護

者 

そ 

の 

他 

 
（
各
種
学
校
含
む
） 

1 
身体精神に 

関する問題 
5  1    2  1 1 

2 
学業に 

関する問題 
          

3 
進学・就労に関す

る問題 
16    3  3 5 3 2 

4 
不登校・ひきこも

りに関する問題 
53    31   1 7 14 

5 
非行に 

関する問題 
          

6 
友人関係に 

関する問題 
3        1 2 

7 
異性関係に 

関する問題 
          

8 家庭問題           

9 性の問題 1        1  

10 
いじめに 

関する問題 
          

11 その他 9         9 

合   計 87  1  34  5 6 13 28 
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（５）青少年非行防止対策活動実施状況表  

区 分 実施日数 回 数 総人数 
参 

加 

内 

訳 

センター職員 補導委員 学校職員 警察職員 その他 

補導活動 293 1,172 2,432 2,344 88 0  0  0  

環境浄化活動 175 220 451 440 11 0  0  0  

啓発活動 12 14 34 34 0 0  0  0 

 

（６）巡回パトロール声掛け・駅等環境浄化活動状況  

（令和 4年 4月１日～令和 5年 3月 31日）  

行為 対象 下校中 
放課後 

遊び中 
その他 

ＪＲ各駅 
小計 

井田川 亀山 下庄 関 加太 

声掛け

挨拶  

（人） 

未就学 1,826 3,394  11 12 6 8 3 5,260 

小学生 17,461 12,960  20 23 22 13 7 30,506 

中学生 10,809 4,536  12 47 3 86 11 15,504 

高校生 8,219 2,460  1,835 1,434 3,298 473 26 17,745 

見守り隊 560        560 

先 生 296        296 

その他 70        70 

合   計 39,241 23,350  1,878 1,516 3,329 580 47 69,941 

 

整理 

整頓 

（台/回） 

転倒自転車       3  224 159  386 

はみ出し 

自転車 
           0 

放置自転車          2  2 

放置ゴミ       53  4 1  58 

合   計      56 0 228 162 0 446 
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令和 4年度不審者情報等特別パトロール 
月   日 発生場所 被害児童等 時間帯 状   況 

6 月 2 日（木） 

南野町豊田ク

リニック・フ

ラワー薬局付

近 

西小学校児

童 
下校時 

児童が下校時に、60 歳前後の男に声を

掛けられた。 

6 月 3 日（金） 
羽若町羽若公

民館付近 

西小学校 2年

男子児童 
登校時 

児童が登校時に、猿の集団と遭遇し猿に

引っかかれた。 

6 月 7 日（火） 
羽若町羽若公

民館付近 

西小学校児

童低学年 
下校時 

児童が下校時にグレーの車に乗った男

に写真を撮られた。 

6 月 27日（月） － － － 

当市へ「7月 5日（火）登下校中の児童・

生徒を誘拐する」とメールが届き、巡回ル

ート・時間帯を変更して下校時に合わせ特

別パトロールを実施した。 

7 月 4 日（月） 

みずきヶ丘 

テニスラウン

ジ付近 

井田川小学

校 5年女子児

童 

下校時 

女子児童 2 人が下校中、雨の中 60～70

歳位の男性がズボンを足首までおろして

歩いていた。声掛け等は無かったが、非常

に不審な様子であった。 

9 月 1 日（木） 

中庄町地内生

甘堂反対側ア

パート駐車場 

亀山中学校

女子生徒 

午後 2時 30

分頃 

 女子生徒が帰宅中、同アパート駐車場

で、男がしつこく「君かわいいね、連絡先

を交換しない」と LINEを聞いてきた。 

9 月 1 日（木） 

天神地内県道

と亀山南小学

校入口交差点

付近 

亀山高校女

子生徒 

午後 2時 30

分頃 

女子生徒が下校中に、男が紺色の車から

降りてきて「亀山高校？今から時間ある？

遊びに行こ」と声を掛けて来た。 

9 月 15日（木） 
天神地内和賀

口交差点付近 
女子高校生 午後 5時頃 

女子生徒が帰宅中、同交差点付近を歩い

ていたところ、男に後を付けられた。女子

生徒が帰宅後も、家の様子をうかがってい

た。 

10月 24日（月） 本町地内 
亀山中学 3年

女子生徒 
午後 3時頃 

 女子生徒が帰宅中、自転車に乗った 20

～30歳位の男から「連絡先を教えて」「口

を開けて、舌を出して見せてほしい」等と

声を掛けられた。 

11月 10日（月） 井尻町地内 無 下校時 

同町地内にある神社で見知らぬ 60 歳位

の男が境内で新聞を読んでいる等をして

いる為、下校する児童に何かあってはいけ

ないと、地元自治会からの要請による。 

12月 6日（火） 
野村地内 

京口坂付近 

亀山西小学

校 1年女子児

童 

登校時 
女子児童が登校時に、外国人から声を掛

けられた。 

12月 8日（木） 

川合町地内 

三十三銀行み

ずほ台支店付

近路上 

井田川小学

校女子児童

数名 

下校時 

女子児童が下校中、同支店付近路上で、

ナイフかスコップのような尖った物を後

ろにして持って歩く男を目撃した。 
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※4月・5 月・8 月は、不審者情報等がございませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5年 

1 月 15日（日） 

みどり町地内 

みどり町第 2

公園（ブタ公

園） 

川崎小学校 

4 年女子児童

3 人 

遊び中 

 女子児童 3人が、同公園で遊んでいたと

ころ 30 歳位の男から「口の中を見せて」

「（男が連れている犬）犬を触って」と声

を掛けられた。怖くなり逃げたところ、に

らまれた。 

2 月 20日（月） 

みずきが丘地

内 

みずきが丘第

一公園（中央

公園） 

小学男子児

童 
午後 4時頃 

同公園で遊んでいた男子児童らが、男 3

人に「TikTok の動画を一緒に撮らないか」

と声を掛けられ肩を組まれた。児童らが断

ったところ男らは立ち去った。 

3 月 9 日（木） 

みずほ台地内 

みずほ台第 3

公園（東公園） 

小学男子児

童 

午後 6時 30

分頃 

公園で遊んでいた男子児童に、高齢男性

が近づき「こっちへおいで」と言ってきた

が、男児が「いやだ」と答えたところ腕を

引っ張られた。 
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５．令和５年度 活動計画 

  私たちが暮らす亀山市のすべての子どもたちに向けて、「こんな風に育ってほしい」という思いを

「大人の行動指針」として採択した「『亀山っ子』市民宣言」に向かって、関係者や保護者、市民の

方など多くの方の意見を取り入れながら地域が青少年にとって安心・安全な居場所となるよう取り組

んでまいります。 

  1）地域一体型の見守り体制構築に向けた意識の共有 

地域一体型の見守り体制を構築するためには、各地域の関係団体（まちづくり協議会、自主防

犯団体）を筆頭に、地域社会全体の合意形成が必要であり、「地域の子どもは、地域で見守る」

という意識共有を図る視点から、連携を深めていく必要があります。そのため、地域への巡回の 

   際、適時、関係団体を訪問し、地域の情報や課題について意見交換を行います。 

  2）青少年総合支援センターの運営についての協議 

今後の方向性については、青少年総合支援センター運営協議会に適宜諮る必要があります。そ 

れにあたり、日頃から課題の洗い出しとその解決策の検討を進めます。 

  3）青少年の見守りの担い手育成 

地域まちづくり協議会を見守りの担い手とすることを念頭に、意見交換を進めるだけでなく、 

   ＮＰＯなど見守りを担ってもらえる組織・人材の育成について、あらゆる視点から模索します。 

  4）効果的なパトロールコースの検討 

    不審者情報が多発する地域・子どもたちの集まり易い場所等の把握に努め、収集した情報に基

づき、パトロールコースや巡回時間がより効果的なものとなるよう見直しを図ります。新型コロ

ナウイルス感染症対策により学校の臨時休業等がある場合は、緊急措置として、それまでに収集

した情報に基づき、パトロールコースや巡回時間の変更を行い、柔軟に対応する中で児童・生徒

の安心・安全の確保に努めます。 

  5）季節に応じたパトロールの実施 

    原則、基本コースによりパトロールを行っていますが、夏であればキャンプ場や過去に水難事

故が発生した場所を含め河川や池など季節に応じた形でのコース経路の変更を行い、業務の効率

化を図ります。 

  6）青少年総合支援センター体制の見直し検討 

    将来的展望を見据えて、より実効的に業務を推進することができるよう、センター体制につい

ての検討を引き続き進めます。 

 

（１）基本目標 

①補導・街頭活動 ･･･道路交通法の改正（令和５年４月）による自転車のヘルメット着用の強化、 

補導活動の推進、非行の未然防止、事件/事案への対応の強化、関係機関や団体との情報交換、

得た情報の数値化によって、青少年にとって安心・安全な居場所づくりに努めます。また、公園・

ショッピングセンター・コンビニ等への見守りを強化します。 

②環境浄化活動 ･･･ 地域が青少年にとって安心・安全な居場所となるよう、環境づくりの担い

手として環境浄化活動を活発にし、関係機関や地域住民との信頼関係構築を図ります。 
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③支援・相談活動 ･･･ 相談を積極的に受け付け、自立に向けた支援をより一層、充実させます。 

④広報・啓発活動 ･･･ 青少年総合支援センターの役割を周知するため、関係機関や地域住民に対

し、周知チラシ等を配布するなど、広報活動を積極的に行います。子育て応援メッセージ「かめ

やまお茶の間 10選（実践）」の周知・実践を併せて行います。 

⑤調査研究活動 ･･･ 様々な問題を解決するため情報収集を行い、業務の改善を図ります。 

 

（２）具体的な方策 

①補導・街頭活動 

◆青少年の生活実態、各関係機関の情報を踏まえて補導体制を確立します。基本巡回コースに固

執することなく、時間帯や実状に即した巡回コースとなるようリーダーをはじめ、補導員で協

議し、センター長の承認を得たうえで柔軟に対応します。 

◆亀山警察署（生活安全課、交番、駐在所）、まちづくり協議会、学校（生徒指導担当教職員等）

などに定期的に立ち寄って情報交換を行い、得た情報をデータベースとして蓄積、関係部署と

の共有化を図ることで、今後のセンター実務の検証に活用します。 

◆補導委員等各地域の青少年健全育成関係者と連携し、地区行事や市の大規模イベント等を含め

昼間・夜間の特別街頭補導を実施します。 

また、小・中学校の終業式・卒業式の日、関宿夏まつりや関宿街道まつり等の様々な行事に

おいて、補導委員や亀山市青少年育成市民会議非行防止部会との合同によるパトロールを実施

するなど補導活動を充実させ、地域における見守り意識の共有を図ります。ただし、実施にあ

たっては新型コロナウイルス感染症の情勢を鑑みるものとします。 

◆ノーヘルメットや二人乗り、並列走行など、危険な自転車運転に対して注意喚起するとともに、

学校と連携し、改正道路交通法(自転車の正しい乗り方)に沿って、通学路を中心に交通ルール

やマナーを守るように指導します。 

また、児童・生徒のスマートフォンなど携帯電話等を操作しながらの自転車又は歩行及び路

上でのスケート・キックボード遊び等に対しても、同様に注意・指導します。 

◆通常パトロールにおいては、月毎の活動目標に即して、重点活動内容を補導員で共有します。 

  また、重点パトロールを実施する際は、巡回コースと時間・期間を補導員とセンター長と協

議を行います。重要事案発生時は、センター長より指示を受ける等連絡体制を強化します。 

②環境浄化活動 

◆青少年に有害な社会環境の点検パトロールを行い、常に有害広告物、有害図書類、不良環境等

の発見と追放活動に努めます。 

◆空き家、隧
ずい

道
どう

、橋の下等の少年非行、事件、事案の対象となる箇所を巡回調査して、青少年の

問題行動の早期発見と防止に努めます。 

◆駅の駐輪場において、施錠の呼びかけなどにより自転車盗難の抑止を図るとともに、転倒自転

車の整理を行います。 
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③支援・相談活動 

◆心理に関する国家資格（公認心理師）を有する支援員による青少年及び保護者に対するカウン

セリングと継続指導を行います。 

◆小中学校と連携を図り、学校に訪問をしてのカウンセリングを実施し、早期復帰を支援します。 

◆不登校やひきこもり、ニートなどの問題を抱える青少年に対して、適応指導教室や健康福祉部

などと緊密な連携を図り、途切れのない支援を行います。 

◆不登校、不登校傾向・学校しぶりの子どもたちの多様な居場所づくりとして開室した、「サー

クルルーム」での相談支援を行います。 

◆青少年の自立支援やコミュニケーション能力を高めるため、サポートステーションみえ等を活

用した支援業務の拡充を図ります。 

◆ひきこもりやニート等の問題を抱える青少年に対し、一人ひとりに応じた支援を行い、社会復

帰を目指すとともに、一般就労だけでなく、就労移行支援施設などを利用し幅広い支援ができ

る体制構築を図ります。 

◆子どもの教育問題、家庭問題等で悩む市民に対し、電話やメールによる相談を充実します。 

④広報・啓発活動 

◆保育園・幼稚園にて、亀山警察署及び市関係部署と連携して「防犯教室」を開催し、未就学児 

  が犯罪に巻き込まれないように講話やＤＶＤ等により啓発活動を実施します。 

◆問題を抱える青少年の支援につなげることができるよう、広報紙やパンフレットを作成し、青

少年総合支援センターの補導業務や相談・支援業務を積極的に周知します。 

◆市のホームページを活用し、青少年や保護者が気軽に相談できるような窓口とします。 

◆ポスター、チラシ等を有効に活用して、地域住民の非行防止意識の高揚を図ります。 

◆小中学校および市内の高校に対して情報提供を行い、在校生および卒業生で支援を必要とする 

青少年に対する意識を高めてもらうとともに、早期に連絡をもらえる体制の構築を図ります。 

◆パソコンや携帯電話などの過剰利用がもたらす悪影響や起こりうるトラブルの事例等を市広

報等で取り上げ、情報リテラシーの向上を図ります。 

⑤調査研究活動 

◆亀山市青少年問題協議会や亀山市青少年総合支援センター運営協議会での意見や情報を基に、

補導、相談・支援業務に関する調査研究を行います。 

◆学校や警察、地域、県や民間等の専門機関から情報収集を行い、問題を抱える青少年や保護者

に対し効果的かつ継続的な対策を検討します。 
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亀山市青少年総合支援センター活動連携図 
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６．令和５年度 月別活動目標と活動内容  

 各まちづくり協議会及び警察等との連携強化及び収集した情報のデータ化を行います。（通年） 

 

【補導業務】 

 

月 目  標 内  容 

4 
新入学児童・生徒に対する防犯

及び交通安全啓発活動の実施 

新たに入学する児童・生徒に対し、防犯ブザーの携帯確認など

の「愛の声かけ運動」ともに交通安全指導に努めます。 

5 

通学路の安全確保と下校後の

交通安全指導の強化及び関係

機関との連携 

通学路の安全確保と下校後の自転車遊びにおけるノーヘルメッ

ト等の安全指導により、児童・生徒の安心・安全に努めます。ま

た、不審者情報等については、関係機関と情報を交換します。 

6 

「愛の声かけ運動」による非行

の未然防止及び水難事故防止

活動の実施 

ショッピングセンター、コンビニ、書店等での青少年の見守り

や挨拶を中心に「愛の声かけ運動」を行い、非行の未然防止に努

めます。また、過去の水難事故現場や水遊びをしていた河川・池

等を巡回し事故の未然防止に務めます。 

7 
「青少年健全育成協調月間」に

併せ、街頭補導の強化 

「社会を明るくする運動」「少年の非行防止全国強調月間」に合

わせて、街頭補導の強化に努めます。 

 また、地域で実施される防犯パトロールに積極的に参加します。 

8 

地域のイベント情報を把握し、

地域団体との連携による街頭

補導の実施 

まちづくり協議会等を訪問し、夏季休業期間中の地域でのイベ

ントの情報の把握に努め、まちづくり協議会等との連携による街

頭補導を実施します。 

9 
新学期に伴う怠業・怠学による

非行の防止活動 

夏休み明けの怠業・怠学などによる非行防止のため、積極的な

「声掛け」を実施するとともに、学校・まちづくり協議会等への

訪問による情報交換を行います。 

10 

地区行事に伴う非行防止、街頭

補導の強化及び幼稚園・保育園

児の防犯意識の向上 

各地区における祭り等諸行事の情報把握とパトロールの強化に

より、青少年の非行未然防止に努めます。また、各幼稚園・保育

所にて防犯意識の向上を目指し啓発活動を実施します。 

11 
青少年を取り巻く環境の点検

と浄化、交通事故防止の活動 

「子ども・若者育成支援強調月間」に合わせ、青少年を取り巻

く環境（有害図書自動販売機等）を再点検し環境浄化に努めると

ともに、交通事故防止に向けて指導の強化を図ります。 

12 年末街頭補導活動の強化 
年末年始に際し、警察等各関係機関と連携を密にして、街頭補

導の強化にあたります。 

1 非行防止と通学路の安全確保 

ショッピングセンター、コンビニ、薬局等のパトロールを強化

し非行防止に努めるとともに、下校時の交通事故、不審者等から

児童生徒を守り、通学路の安全を確保します。 

2 
相談活動と各関係機関との連

携強化 

相談活動の充実とともに、補導・相談活動に関する関係機関と

の連携強化にあたります。 

3 
積極的な「声掛け」等の街頭活

動より非行の未然防止 

卒業や学年末となり、青少年にとって不安な時期であることか

ら、積極的に「声かけ」を行い、非行の未然防止に努めます。 
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【相談・支援業務】 

 

 

 

 

 

 

月 目        標 内              容 

4 健康福祉部との連携強化 地域福祉課・子ども支援グループとの連携強化を図ります。 

5 施設訪問 
若者たちがお世話になっている施設を訪問し、支援者の質の向

上を図ります。 

6 研修参加 
三重県人権センター主催の支援者研修に参加することにより、

その後の経過を観察し、支援につなげます。 

7 
若者の自立支援のための 

グループワーク活動 

ものづくり（料理教室）を通じて達成感を味わうとともに、コ

ミュニケーション能力を高め、就労意欲につなげていきます。 

8 研修参加 
三重県人権センター主催の支援者研修に参加することにより、

その後の経過を観察し、支援につなげます。 

9 
若者の自立支援のための 

グループワーク活動 

ものづくり（料理教室）を通じて達成感を味わうとともに、コ

ミュニケーション能力を高め、就労意欲につなげていきます。 

10 周知活動 
「子ども・若者育成支援強調月間」に合わせ、関係各部署を訪

問時に資料の配布を行い、取り組みの周知を行います。 

11 小中学校との連携強化 
心配な生徒がいないか小中学校と情報を共有し、必要に応じて

支援を行います。 

12 
若者の自立支援のための 

グループワーク活動 

ものづくり（料理教室）を通じて達成感を味わうとともに、コ

ミュニケーション能力を高め、就労意欲につなげていきます。 

1 施設訪問 
若者たちがお世話になっている施設を訪問し、支援者の質の向

上を図ります。 

2 学校関係との引き継ぎ 
卒業を控えた生徒と不安定な児童の紹介と引き継ぎを中高生

並びに適応指導教室との間で実施します。 

3 
若者の自立支援のための 

グループワーク活動 

社会見学を通じて、情緒面での成長や、一般常識を身につける

ことで自立につなげます。 



- 22 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 資 料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 23 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

亀山警察署管内の少年非行概況について 亀 山 警 察 署 

 

１ 非行少年 

  令和４年中、警察が検挙した非行少年の総数は３人で、前年に比べ６人減少しました。 

  罪種別では、窃盗犯が２人、その他が１人でした。 

     

凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他 小計 毒劇法 銃刀法
覚醒剤
取締法

青健
条例

軽犯
罪法

その他 小計

令和４年 2 1 3 3

令和３年 4 1 3 8 1 1 9

増 減 数 -2 -1 -2 -5 -1 -1 -6

刑　　法　　犯 　　特　　別　　法　　犯
合計

 
２ 不良行為少年 

⑴ 行為別の状況 

  令和４年中、不良行為少年として補導した少年は 38人、前年に比べ 13人増加しました。 

 行為別では、喫煙３人、深夜はいかい 33人、不健全娯楽１人、その他１人でした。 

  

喫煙 飲酒
暴走
行為

深夜
はいかい

不良
交友

不健全
娯楽

その他 合計

令和４年 3 33 1 1 38
令和３年 11 1 8 5 25

増 減 数 -8 -1 25 1 -4 13  

⑵ 学年・職業別の状況 

   令和４年中、学年・職業別では、高校生 33 人（87％）、中学生２人（５％）、有職少年２

人（５％）、無職少年１人（３％）でした。 

   【令和４年】              【令和３年】 

    

喫煙 飲酒
暴走
行為

深夜
はいかい

不良
交友

不健全
娯楽

その他 合計

小学生

中学生 2 2
高校生 1 30 1 1 33
その他学生

有職少年 2 2
無職少年 1 1

合計 3 33 1 1 38 

喫煙 飲酒
暴走
行為

深夜
はいかい

不良
交友

不健全
娯楽

その他 合計

小学生

中学生 5 5
高校生 1 8 9
その他学生

有職少年 9 1 10
無職少年 1 1

合計 11 1 8 5 25  

３ 警察における取組 

  警察では、亀山地区少年警察協助員などのボランティアと連携し、少年がい集する場所を 

重点に街頭補導を行い、少年非行防止に努めています。 
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関 係 機 関 一 覧 表 

 

子ども家庭相談（中勢地区） 059-233-1425  いじめ１１０番       0120-41-7867 

子どもの心の相談室     0120-41-7867  心のテレホンサービス    059-256-3556 

鈴鹿児童相談所       059-382-9794  北勢少年サポートセンター  059-354-7867 

北勢地域若者サポートセンター 059-359-7280 三重県若者自立支援センター  059-246-1212

名        称 所  在  地 電   話 

亀山警察署 野村 4丁目 1－27 ８２－０１１０ 

亀山警察署生活安全課 野村 4丁目 1－27 ８２－０１１０ 

亀山消防署 野村 4丁目 1－23 ８２－０２４４ 

亀山市防災安全課 本丸町 577 ８４－５０３５ 

亀山市健康福祉部子ども未来課 羽若町 545（あいあい内） ８３－２４２５ 

亀山市適応指導教室 若山町 7－10 ８２－６０００ 

亀山市教育委員会事務局生涯学習課 本丸町 577 ８４－５０５７ 

亀山市教育委員会事務局教育総務課 本丸町 577 ８４－５０７２ 

亀山市教育委員会事務局学校教育課 本丸町 577 ８４－５０７５ 

(財)亀山市地域社会振興会 東御幸町 63 ８３－１３８５ 

三重県立亀山高等学校 本町 1丁目 10－1 ８３－４５６０ 

三重徳風学園高等学校 和賀町 1789－4 ８２－３５６１ 

亀山市立亀山中学校 西丸町 564 ８２－０３５４ 

亀山市立中部中学校 田村町 75 ８２－２１０１ 

亀山市立関中学校 関町新所 1863 ９６－０１１５ 

亀山市小中学校生徒指導協議会 西丸町 564 ８２－０３５４ 

亀山市立亀山西小学校 本丸町 585 ８２―０１３９ 

亀山市立亀山東小学校 本町 1丁目 9－9 ８２－００１１ 

亀山市立亀山南小学校 天神 3丁目 10－25 ８２－９１１５ 

亀山市立昼生小学校 中庄町 1405 ８２－１００７ 

亀山市立井田川小学校 みどり町 52 ８２－２０２１ 

亀山市立川崎小学校 能褒野町 77－22 ８５－０１０８ 

亀山市立野登小学校 両尾町 2124 ８５－０００９ 

亀山市立白川小学校 白木町 2739 ８２－３００７ 

亀山市立神辺小学校 太岡寺町 1310 ８２－１８１９ 

亀山市立関小学校 関町木崎 1416 ９６－００５２ 

亀山市立加太小学校 加太板屋 4569 ９８－００３１ 

亀山市文化会館 東御幸町 63 ８２－７１１１ 

亀山市総合保健福祉センター（あいあい） 羽若町 545 ８４－３３１１ 

亀山市青少年総合支援センター 若山町 7－10 ８２－７５５０ 
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パトロール基本コース   
 

行  先 頻 度 コ ー ス 概 要 
各学校 

２回目パト

ロールでは、

１勤は川崎

方面、２勤は

下庄方面で

す。 

月・水・金 

・１勤、2 勤と

も１回目パ

トロール 

・一回毎に巡回

コースを反

対にする。 

亀山中学校(裏)→亀山西小学校→おひさま→おつきさま→日の本クラブ亀

山東→亀山東小学校・とちの木・亀山高校・亀山東幼稚園→第二愛護園→

本町郵便局→栄町→和田保育園→和田町→川合町→ひとみケ丘→くれよん

くらぶ 2 番地・くれよんくらぶ 1 番地・井田川小学校・井田川幼稚園→み

どり町→みずほ台幼稚園→中部中学校(裏)→田村町→日の本クラブ川崎→

川崎小学校・あおぞら→川崎愛児園→川崎南保育園→中部中学校(表)→亀

田町→羽若町→亀山幼稚園→亀山西小学校(裏)→亀山中学校(表)→野村→

布気町→神辺小学校学童クラブ→神辺小学校・神辺保育園→関町小野→木

崎町→認定こども園アスレ→関小学校・すみれクラブ→さくらクラブ→関

中学校→太岡寺町→野村→布気町→博物館Ｐ 

 

※みどり町・みずほ台地域は、不審者事案が多い為学校周辺を広範囲に 

巡回する。 

野登・ 

白川方面 

火・木・土 

土のみ（ニゴリ

池・松山方面

へ） 

野村団地→西野公園南・北 P→道野→白木一色→上白木→下白木→白川小

学校→小川町→原尾→野登小学校→ルンビニ園・ルンビニ児童館→安楽→

池山→石水渓(7 月～8 月)→坂本→平尾→辺法寺→辺法寺自販機→アイリ

スヒルズ→セブンイレブン亀田店→ファミリーマート羽若店→若葉台→グ

リーンタウン→アメニティ亀山→住山住宅→忍山神社→亀山中学校（裏）

→博物館Ｐ 

安知本・ 

下庄方面 
火・木・土 亀山中学校→西町→第一愛護園→亀山駅→天神→鈴鹿川一里塚公園→鈴鹿

川忍山橋付近(6 月～9 月)→徳風高校→和賀→みなみ保育園→亀山南小学

校・スマイル→安知本町→楠平尾町→三寺町→中庄町→昼生小学校・遊友

クラブ→昼生保育園→下庄農村公園→弘法寺→出屋→下庄駅→下庄町→神

向谷→二本松団地→菅内町→南鹿島町→北鹿島町→小下町→亀山高校・亀

山東小学校・とちの木・亀山東幼稚園→東町→日の本クラブ亀山東→おつ

きさま→おひさま→亀山西小学校→ますみ児童公園→菖蒲園Ｐ→博物館Ｐ 

関 ・ 

加 太

方面    

関北部 

・加太 
火・土 亀山中学校→西町→野村→布気町→神辺小学校学童クラブ→神辺小学校・

神辺保育園→山下町→木下町→関駅→道の駅→大和橋(7 月～8 月)→加太

駅→加太小学校→どんぐりの家→加太保育園→板屋→中在家→北在家→市

場→Ｂ＆Ｇ→市瀬自販機→鈴鹿峠自然の家(6 月～10 月)→市瀬→観音山公

園→関中学校→さくらクラブ→関文化交流センター→富士ﾊｲﾂ→泉ヶ丘→

鷲山→会下→認定こども園アスレ→関小学校・すみれクラブ→関町小野→

太岡寺町→西野公園→野村団地→博物館Ｐ 
関南部  木 亀山中学校→西町→野村→布気町→神辺小学校学童クラブ→神辺小学校・

神辺保育園→山下町→木下町→古厩→萩原→関が丘→福徳→久我→越川→

金場→加太駅→加太小学校→どんぐりの家→加太保育園→中在家→北在家

→神武→梶ケ坂→向井→市場→Ｂ＆Ｇ→さくらクラブ→関中学校→関小学

校・すみれクラブ→認定こども園アスレ→道の駅→関駅→太岡寺町→西野

公園→野村→第三愛護園→亀山中学校(裏)→菖蒲園→博物館Ｐ 

井田川・ 

川崎方面 

火・木・土 

（木のみ  大

田・岩森方面

へ） 

亀山中学校→第一愛護園→亀山駅→文化会館・御幸公園→エコータウン→

亀山東小学校・とちの木・亀山高校・亀山東幼稚園→第二愛護園→陽だま

り公園→ポケット公園→井尻町→川合町→日の本クラブ井田川→井田川駅

→みどり町(中央公園)→井田川小学校・井田川幼稚園くれよんくらぶ 1 番

地・くれよんクラブ 2 番地→みずほ台第３公園→みずほ台幼稚園→中部中

学校(裏)→田村町→名越→能褒野町→日の本クラブ川崎→川崎小学校・あ

おぞら→川崎町→川崎愛児園→川崎南保育園→中部中学校(表)→マックス

バリューみずほ台店→みずきが丘→メイプルタウン→なのはなクラブ・な

のはな保育園→東野タウン→東野公園→和田公園→和田保育園→本町郵便

局→北山町→東台町→東町→おつきさま→おひさま→亀山西小学校→亀山

幼稚園→菖蒲園→博物館Ｐ 
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主な補導活動用語 

 

1. 犯罪少年 

罪を犯した 14歳以上 20歳未満の少年をいう。 

2. 触法少年 

14歳未満で刑罰法令（罰則の定めのある法令）に触れる行為をした少年をいう。 

3. 道路交通法犯少年 

道路交通法に触れる行為をした少年をいい、触法少年を含む。 

4. 刑法犯少年 

刑法及び交通法令以外の法令に触れる行為をした少年をいい、触法少年を含む。 

5. 特別法犯少年 

刑法以外の法令に違反する行為をした少年をいう。 

6. ぐ犯少年 

保護者の正当な監督に服しない性癖があるが、正当な理由なく家庭に寄りつかないか、

犯罪性のある人、不道徳な人と交際したり、又はいかがわしい場所へ出入りするか、自

己又は他人の徳性を害する性癖があるなど、そのままにしておけば将来罪を犯し、又は

触法行為をする恐れのある少年をいう。 

7. 要保護少年 

犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年には該当しないが、保護者又は雇用主等から虐待され、

酷使され、又は放任されているため、早急に何らかの保護措置を講じなければならない

と認める少年をいう。 

8. 不良行為少年 

非行少年（犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年）ではないが、飲酒、喫煙、夜遊び等の不

良行為をし、そのまま放任すると非行が進む恐れのある少年をいう。 

9. 凶悪犯 

殺人、強盗、放火、強姦等をいう。 

10. 粗暴犯 

恐喝、傷害、暴行、脅迫、凶器準備集合等をいう。 

11. 知能犯 

詐欺、横領、偽造等をいう。 
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主な補導の対象行為 

1. 飲 酒 

酒類を飲用し、又はその目的で酒類を携帯する行為をいう。20歳未満者の飲酒行為は

「未成年者飲酒禁止法」によって禁止されており、その行為は違法とされているが、罰

則の適応はない。従って、犯罪又は触法事犯として取り扱われない。         

2. 喫 煙 

喫煙し、又はその目的でたばこを携帯する行為をいう。20 歳未満の喫煙行為は｢未成

年者喫煙防止法｣によって禁止されており、その行為は違法とされているが、罰則の適応

はない。従って、犯罪又は触法事犯としては取り扱われない。 

3.薬物乱用 

トルエン、シンナー、接着剤、睡眠剤、鎮痛剤等心身に有害な影響を及ぼす恐れのあ

る薬物等を乱用し、又はその目的で薬物等を所持する行為をいう。 

4.乱暴、けんか 

粗暴な言動をし、放置すれば暴行、傷害、器物損かい等の非行に発展する恐れのある

行為をいう。乱暴とは、人や物に対して、著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、又は威

勢を示す行為であり、けんかとは、口論又はそれ以上のものであって、それを放置すれ

ば暴行、傷害等の非行に発展する恐れのある行為である。 

5.たかり 

相手を畏怖させる手段を用いず、正当な理由がなく、不本意な金品の交付、貸与など

要求する行為である。 

6.はいかい等 

正当な理由がなく、盛り場等直接青少年には無関係な場所を徘徊する行為（深夜＜午

後 10時から、翌日 5時までの間＞における屋外をはいかいする行為を含む。）をいう。 

7.無断外泊 

正当な理由がなく、保護者等に無断で旅館、友人宅等に外泊する行為（終電車終了後、

喫茶店、ネットカフェ等において仮眠する行為を含む）をいう。 

8.不純交遊 

不純な性的刺激をし、若しくは性交をし、又はその目的で異性同志が不健全な交遊を

する行為をいう。 

9.不良交友 

犯罪性のある人、又は不道徳な人と交際する行為をいう。従って、不良性のあるグル

ープを組織し、又はそれらのグループに加入しようとしている場合は、不良交友の範囲

に入る。 

10.怠学・怠業 

正当な理由がなく、学校・職場を休み、又は遅刻、早退をする行為をいう。 

11.不健全娯楽 

正当な理由がなく、風俗営業所、公営競技場、有害興行場に出入りし、わいせつ文書、 

図画、有害図書等を携帯し、又はと博類似行為をするなど不健全な娯楽に興ずる行為を

いう。 

（パチンコ店等への 18歳未満の者の入場、ネットカフェ等への 6時以降 16歳未満の者入



- 28 - 

 

場も含む。） 

12.金銭乱費 

正当な理由がなく、多額の金銭を所持し、又はそれを遊興費にあてる行為をいう。 

13.危険な行為 

一般的に青少年にとって、危険と思われる行為。凶器所持等も含まれる。 

14.その他の不良行為 

ゲームセンター遊び、校則違反、一般の人に対する迷惑行為等をその他不良行為とい 

う。 

◆法令に触れる行為 

刑法、特別法（道路交通法）については、その態様を発見するとともにその行為が法

令に触れることを確認し得たもの。
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亀山市青少年総合支援センター規則 

平成１７年１月１１日 

教育委員会規則第１８号 

（目的） 

第１条 この規則は、青少年の補導及び支援に係る関係機関及び関係団体（以下「補導・支援機

関等」という。）と協力し、青少年の非行防止及び自立支援に必要な業務を行うため亀山市青少年

総合支援センター（以下「センター」という。）を設置することにより、青少年の健全な育成を図

ることを目的とする。 

（業務） 

第２条 センターで行う業務は、次のとおりとする。 

（１）青少年対策の企画に関すること。 

（２）青少年の街頭補導及び相談に関すること。 

（３）補導・支援機関等との連絡調整に関すること。 

（４）その他青少年の非行防止及び自立支援に関すること。 

（職員） 

第３条 センターに、所長、主任、補導員及び支援員を置く。 

２ 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

３ 主任は、所長を補佐する。 

４ 補導員は、センターの業務計画に基づき、青少年の補導及び相談業務に従事する。 

５ 支援員は、センターの業務計画に基づき、青少年の自立支援に関する相談業務及び補導・ 

支援機関等との連絡調整業務に従事する。 

（補導委員） 

第４条 センターに、補導委員を置く。 

２ 補導委員は、センターの業務計画に基づき、街頭補導、関係機関への連絡等の青少年の補導 

業務に従事するものとする。 

３ 導委員は、青少年補導関係機関、青少年補導関係団体及び有識者のうちから亀山市教育委 

（以下「教育委員会」という。）が委嘱する。 

４ 補導委員の任期は、１年とする。ただし、補欠の補導委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 補導委員は、再任されることができる。 

（補導委員証の交付） 

第５条 補導委員には、その身分を証明するため、補導委員証を交付する。 

（その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年１月１１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日において、合併前の亀山市青少年補導センター設置規則（昭和４７年亀

山市教育委員会規則第１号）の規定による補導委員であった者は、この規則の規定により委嘱された

補導委員とみなし、その任期は、第４条の規定にかかわらず、平成１７年３月３１日までとする。 

附 則（平成１９年２月１日教委規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日において補導委員である者の任期は、改正前の第４条第４項の規定にか

かわらず、平成１９年６月３０日までとする。 

附 則（平成２１年７月１日教委規則第８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（亀山市教育委員会事務局組織規則の一部改正） 

２ 亀山市教育委員会事務局組織規則（平成１８年亀山市教育委員会規則第１号）の一部を次のように

改正する。 
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亀山市青少年総合支援センター運営協議会要綱 

平成１７年１月１１日 

（設置） 

第１条 亀山市青少年総合支援センター（以下「センター」という。）の運営を円滑に推進するため、

亀山市青少年総合支援センター運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（業務） 

第２条 協議会は、センター活動の実施に必要な業務計画について審議する。 

（組織） 

第３条 協議会は、会長及び委員１６人以内で組織する。 

２ 会長は、教育長とする。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから亀山市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が委

嘱し、又は任命する。 

（１）亀山警察署生活安全課長 

（２）亀山市青少年育成市民会議代表 

（３）亀山市子ども会育成者連絡協議会代表 

（４）亀山市婦人会連絡協議会代表 

（５）亀山市自治会連合会代表 

（６）亀山市地域まちづくり協議会連絡会議代表 

（７）亀山市立小学校生徒指導代表 

（８）亀山市立中学校生徒指導代表 

（９）亀山市高等学校生徒指導代表 

（１０）亀山市青少年総合支援センター補導委員代表 

（１１）まちづくり協働課の職員 

（１２）子ども未来課の職員 

（１３）防災安全課の職員  

（１４）教育部長 

（１５）学校教育課の職員 

（１６）生涯学習課の職員 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、 

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長の職務） 

第５条 会長は、会議を総理し、協議会を代表する。 
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２ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定めた委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 会長は、協議会の会議を招集し、議長となる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定め

る。 
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1. ｢おはよう｣｢ありがとう｣のいえる子 

2. きまりや交通ルールを守る子  

3. 運動や読書に親しむ子  

4. 力を合わせて仕事をする子  

5. 人やものを大切にする子  

6. 未来に夢を持ち続ける子  

亀山市・亀山市教育委員会 

亀山市青少年育成市民会議 


